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愛知県土壌汚染等対策指針の概要 
 

第１ 趣 旨 

県民の生活環境の保全等に関する条例（平成１５年愛知県条例第７号。以下「条例」という。）

第３８条第１項の規定に基づき、土壌及び地下水の特定有害物質による汚染の状況等の調査並

びに土壌及び地下水の特定有害物質による汚染により人の健康又は生活環境に係る被害が生ず

ることを防止するために講ずべき措置に関する指針を定める。 

 

第２ 土壌又は地下水の特定有害物質による汚染の状況等の調査 

１ 過去の特定有害物質等取扱事業所設置状況等調査（第３９条の２第１項） 

土地の形質変更時における過去の特定有害物質等取扱事業所の設置状況等の調査は次のと

おり実施する。また、土壌汚染対策法に定める指定調査機関（環境大臣が指定）に実施させ

ることが望ましい。 

過去の特定有害物質等取扱事業所設置状況等調査（履歴調査）の概要 

届 出 者 
義務の対象となる 

土地の形質の変更 
調 査 内 容 

土地の形質の

変更を行おう

とする者 

土地の形質の変更の

部分の面積が 3,000

ｍ２以上であるもの 

(１)土地の利用履歴を過去の地図、航空写真、登記事項証明

書等により、過去の特定有害物質等取扱事業所の設置状況

等について把握する 

(２)過去の特定有害物質の使用、排出等の状況を当該事業所

を設置していた者等への資料の閲覧依頼や聴取り等によ

り把握する 

(３)特定有害物質等取扱事業所以外の土地の使用履歴や過

去の調査結果、その他汚染のおそれの有無を推定するため

に有効な情報についても把握する 

 

２ 特定有害物質等取扱事業者及び土地の形質変更を行う者が行う汚染の状況の調査 

条例第３９条各項及び第３９条の２第２項の規定により行う汚染の状況の調査（概況調査）

は次のとおり実施する。概況調査は、土壌汚染対策法に定める指定調査機関（環境大臣が指

定）に実施させることが望ましい。 

また、自主調査を行おうとする者は、概況調査に準じて行うことが望ましい。 

（１）調査の対象となる特定有害物質及び土地 

特定有害物質等取扱事業者 土地の所有者等 自主調査を行う者 

第 39 条第１項、第２項 
第 39 条 

第３項 

第 39 条 

第４項 

第 39 条の２ 

第２項 
第 45 条第１項 

特定有害物質 
取り扱い又は取り扱って

いた特定有害物質 

知事から報告を求められた 

特定有害物質 

汚染のおそれのあ

る特定有害物質＊ 

土地（以下「調査

対象地」という。） 

特定有害物質等取扱事業

所が設置されている土地 

知事から報告を求められた 

土地 

自主調査を行おう

とする土地 

＊ 自主調査の場合の調査対象物質は、履歴調査に準じ調査を行った結果、汚染のおそれがあると認められる特 
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定有害物質とする。なお、履歴調査の実施が困難な場合は、土地を代表する１以上の地点で調査した結果によ

り選定してもよいとした。 

（２）調査対象地の区分 

調査対象地を容易に入手できる範囲で汚染のおそれを推定する有効な情報により、３種

類（①汚染のおそれがない（山林、グランド等）、②汚染のおそれが少ない（事務所、倉

庫等）、③その他（特定有害物質等の使用施設及びそれを設置している建物等））に区分

する。 

（３）調査方法 

特定有害物質 
第１種特定有害物質 

（揮発性有機化合物） 

第２種特定有害物質 

（重金属等） 

第３種特定有害物質 

（農薬等） 

分析内容 土壌ガス調査 

土壌溶出量（土壌ガス調査

で検出された場合） 

土壌含有量及び土壌溶出量 土壌溶出量 

試料採取地点 100ｍ２（単位区画）につき１地点を選定する。ただし、汚染のおそれが少ない区画は 900

ｍ２に１地点（第２種、３種特定有害物質については、900ｍ２内の複数地点から採取した

試料を等量混合して１試料とする）、汚染のおそれがない区画は調査を要しない。 

試料採取方法 土壌ガス調査は、地表から

概ね１ｍ下のガスを採取

し測定 

土壌含有量及び土壌溶出量は、汚染のおそれが生じた位置（不

明な場合は地表）から深さ 50cm までの土壌を採取し測定 

 

第３ 土壌又は地下水の特定有害物質による汚染の拡散防止のための応急の措置 

条例第４０条第１項及び第２項の規定による土壌又は地下水の汚染の拡散の防止のための応

急措置は、汚染土壌の飛散防止や、雨水により有害物質が溶け出し地下水の汚染が生じさせな

いようにするため、必要に応じ次の措置を実施する。 

応急の措置 

１ 土壌溶出量または地下水基準に適合しない場合 

(1) 不透水シート、アスファルト舗装等による雨水の遮断 

(2) 土壌・地下水等のモニタリング 

(3) 周辺飲用井戸管理者への通報・周知 

(4) 遮水壁の設置及び地下水揚水による汚染の拡散防止 

(5) その他必要と認められる事項 

２ 土壌含有量基準に適合しない場合 

(1) シート等による汚染土壌の被覆 

(2) 防風ネットの設置 

(3) 立入禁止柵（さく）の設置 

(4) 種子吹付け工等の植栽工による基準不適合 

(5) その他必要と認められる事項 

 

第４ 土壌又は地下水の特定有害物質による汚染除去等の措置 

条例第４１条第１項の規定による土壌又は地下水の汚染の除去、汚染の拡散の防止その他必

要な措置(以下「汚染の除去等の措置」という。)を定めた土壌汚染等処理計画書の作成に必要

な事項について、次のとおり定め実施する。 



3 

１ 汚染の状況 

基準不適合土壌の存在する範囲（平面範囲及び深さ）並びに地下水の汚染の状況を確認す

るための調査（以下、「詳細調査」という。）を次のとおり実施する。 

詳細調査の概要 

詳細調査の対象

となる特定有害

物質 

知事から措置を命じられた特定有害物質 

詳細調査の対象

となる土地 

知事から措置を命じられた土地 

調査地点及び調

査深度 

(1) 調査地点は、原則として、汚染の除去等の区域が適切に設定できるよう概

況調査の結果を考慮し単位区画ごとに設定 

(2) 調査深度は原則として 10ｍとする。ただし、10ｍ以内に帯水層の底面があ

る場合は、当該底面より深い位置を除く 

なお、基準不適合土壌が存在する範囲が確認できない場合は、確認できる

までの深度とする。 

(3) 汚染のおそれが生じた位置及び当該位置から深さ５cm から 50cm までの土

壌（第１種特定有害物質については深さ 50cm の土壌）並びに深さ１ｍ以上

の深度について１ｍごとの土壌を試料として採取し、分析する 

地下水の汚染の

状況 

地下水は、汚染の状況を的確に把握できると認められる１地点以上で採取する。

＊ 土壌含有量基準に適合せず、舗装、立入禁止、区域外土壌入換え若しくは盛土のいずれかの措置を講ずる

とき、又は土壌溶出量基準に適合せず、地下水汚染の拡大の防止若しくは地下水の水質の測定のいずれかの

措置を講ずるときは、土壌の深度別の調査を省略することができる。 

 

２ 汚染の除去等の措置の対象とする土壌の範囲 

汚染の除去等の措置を実施する区域（以下「処理区域」という。）は、詳細調査により確

認された基準不適合土壌が存在する範囲とする。 

 

３ 汚染の除去等の措置の方法 

実施する汚染の除去等の措置は、次の表に掲げる措置から汚染の程度を考慮し、適切な方

法を選定して実施する。 

また、基準不適合土壌を処理区域外へ搬出する場合には、土壌汚染対策法第１８条及び第

２０条の規定に順じ、適正に運搬及び処理されるように努めるものとする。 

汚染の除去等の措置 

 
実施すべき措置 

（汚染の程度及び土地の状況等により選定すべき措置を規定している） 

土壌溶出量に適合しない汚

染状態にある土地 

（地下水経由の観点からの措置） 

○原位置封じ込め、○遮水工封じ込め、○地下水汚染の拡大の防止、

○原位置不溶化、○不溶埋め戻し、○遮断工封じ込め、○土壌汚染

の除去、○（地下水汚染が生じていないとき）地下水の水質の測定

土壌含有量に適合しない汚

染状態にある土地 

（直接摂取の観点からの措置） 

○盛土、○舗装、○立入禁止、○土壌入換え、○土壌汚染の除去 
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地下水基準のみに適合しな

い汚染状態にある土地 

○地下水汚染の拡大の防止、○地下水汚染の除去 

 

第５ 土壌又は地下水の特定有害物質による汚染の拡散を防止するための措置 

条例第４０条第３項から第６項までの規定による土壌又は地下水の汚染の拡散を確実に防止

する措置(以下「拡散防止措置」という。)を講ずるに当たり、必要な事項を次のとおり定める。 

１ 汚染の状況 

詳細調査を次のとおり実施する。 

詳細調査の概要 

詳細調査の対象となる

特定有害物質 

概況調査又は土壌汚染対策法の規定による調査において基準に適合し

ていない特定有害物質 

詳細調査の対象となる

土地 

拡散防止措置が必要である範囲の土地 

調査地点及び調査深度 第４の表に掲げる方法により実施する 

地下水の汚染の状況 第４の表に掲げる方法により実施する 

＊ 土壌含有量基準に適合せず、舗装、立入禁止、区域外土壌入換え若しくは盛土のいずれかの措置を講ずる

とき、又は土壌溶出量基準に適合せず、地下水汚染の拡大の防止若しくは地下水の水質の測定のいずれかの

措置を講ずるときは、土壌の深度別の調査を省略することができる。 

 

２ 拡散防止措置を実施する区域 

拡散防止措置を実施する区域（以下「拡散防止措置区域」という。）は、詳細調査により

確認された基準不適合土壌が存在する範囲とする。 

 

３ 拡散防止措置の方法 

実施する拡散防止措置は、第４の３による方法又は次の方法を選定して実施する。 

また、基準不適合土壌を拡散防止措置区域外へ搬出する場合には、土壌汚染対策法第１８

条及び第２０条の規定に順じ、適正に運搬及び処理されるように努めるものとする。 

拡散防止措置 

 
実施すべき措置 

（汚染の程度及び土地の状況等により選定すべき措置を規定している） 

調査対象となった土地である

一連の周辺において地下水基

準に適合しない地下水の汚染

が生じていないとき 

地下水の下流側の当該土地の周縁における地下水の水質の測定を

選択できる 

＊ 専ら自然的要因又は他の土地からの汚染された地下水の拡散により土壌溶出量基準又は地下水基準に適合

していないと判断される特定有害物質に対しては、拡散防止措置の実施を要しないものとする。 

また、土壌含有量基準に適合し、土壌溶出量基準に適合しない特定有害物質がカドミウム及びその化合物、

六価クロム化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒（ひ）素及びその化

合物、ふっ素及びその化合物並びにほう素及びその化合物のいずれかであり、かつ、調査結果の最も高い値が

土壌溶出量基準の３倍以下である場合（土壌溶出量基準に適合しない土壌が地下水面から２ｍ以上離れている

場合に限る。）においては、拡散防止措置の実施は要しないものとする。 
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第６ リスクコミュニケーションの推進及び措置の期間中の環境保全対策 

１ リスクコミュニケーションの推進 

周辺住民に対し、次の内容について、説明会の開催や、ホームページへの掲載、報道機関

への公表など、積極的に情報を公開する等のリスクコミュニケーションに努めるものとする。 
 

(1)土壌・地下水の汚染の状況、(2)汚染が判明した経緯及び発生した原因、(3)汚染による健康リ

スク、(4)汚染の拡散の可能性及び地下水の汚染の可能性、(5)地下水の利用に当たっての注意、

(6)既に講じた措置の内容及び今後の対策の計画、(7)対応体制及び問い合わせ先 

 

２ 措置の期間中の環境保全対策 

周辺環境に支障を及ぼすことのないように、必要に応じ次の環境保全対策を実施する。 

環境保全対策 

(1)粉じん防止対策、(2)搬出の際の運搬に係る飛散等防止対策、(3)排水・雨水等対策、(4)周辺

の地下水位の低下等の影響防止、(5)騒音・振動・悪臭対策、(6)作業者への教育 等 

 

 

 

 

（参考） 

１ 単位区画の設定 

単位区画の設定は、以下の方法により行う。 

(1) 調査対象地の最北端の地点（磁北とし、複数ある場合は最も東にある地点）を起点と

して定める。 

(2) 起点から東西方向及び南北方向に 10ｍ間隔の格子状に調査対象地を区画（単位区画）

する（図１参照） 

 

 

図１ 一般的な単位区画の設定方法（参考例） 

 

(a)基本的な起点配置 (b)最北端が複数ある場合 

凡 例 
 
     ：調査対象地

 
●   ：起点 

 
     ：10m 間隔の

      格子 

● ●

Ｎ 
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２ 単位区画の調査区分 

具体的には、土壌汚染が存在するおそれで分類した土地に、設定した単位区画を重ね合

わせ（図２参照）、各単位区画に含まれる土壌汚染が存在するおそれの分類に基づき、単

位区画を第一調査区分区画、第二調査区分区画及びこれら以外の単位区画に分類する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 単位区画の調査区分 

 

 

 

 

 

 

◆ 問合せ先：愛知県環境部水地盤環境課（規制・土壌グループ） 

電話 ０５２－９５４－６２２２、６２２５（ダイヤルイン） 

単位区画の設定 

●

Ｎ 

● 

土壌汚染が存在するおそれによる

土地の分類 

土壌汚染が存在するおそれに基づく

単位区画の分類 

●

土壌汚染が
存在するお
それがある 

土壌汚染
が存在す
るおそれ
がない 

土壌汚染が存
在するおそれ
が少ない 凡 例 

 
   ：土壌汚染が存在するおそれがあると

認められる土地を含む単位区画（第
一調査区分区画） 

 
 
   ：土壌汚染が存在するおそれが少ない

と認められる土地を含む単位区画
（第二調査区分区画） 

 
 
   ：全ての範囲が土壌汚染が存在するお

それがないと認められる単位区画 


